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大阪市屋外広告物条例施行規則別表新旧対照表 

 

重点届出区域（国道２号地区を除く。）に係る

基準【改正後の基準ア】 

重点届出区域以外の区域及び国道２号地区に

係る基準【改正後の基準イ】 
【現行許可基準】 

１ 広告塔及び広告板 

(1) 広告塔 

ア 地上に設置するもの 

(ｱ) 地上から広告塔の上端までの高

さは、10メートル以下とすること 

 

 

 

 

 

 

 

 

   (ｲ) １面ごとの表示面積の合計は、５

平方メートル以下とすること 

(ｳ) 表示面積の合計は、10平方メート

ル以下（広告塔が設置される敷地

の面積が1,000平方メートルを超

１ 広告塔及び広告板 

(1) 広告塔 

ア 地上に設置するもの 

(ｱ) 地上から広告塔の上端までの高

さは、20メートル以下とすること。

ただし、都市計画法第８条第１項第

１号に規定する第１種低層住居専

用地域、第２種低層住居専用地域、

第１種中高層住居専用地域、第２種

中高層住居専用地域、第１種住居地

域、第２種住居地域又は準住居地域

においては、10メートル以下とする

こと 

 

 

 

 

 

１ 広告塔及び広告板 

 (1) 広告塔 

  ア 地上に設置するもの 

(ｱ) 地上から広告塔の上端までの高

さは、20メートル以下とすること。

ただし、都市計画法第８条第１項

第１号に規定する第１種低層住居

専用地域、第２種低層住居専用地

域、第１種中高層住居専用地域、

第２種中高層住居専用地域、第１

種住居地域、第２種住居地域又は

準住居地域においては、10メート

ル以下とすること 

 

 

 

 

 

資料６ 
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える場合にあつては、その面積の

100分の１以下）とすること 

(ｴ) 点滅又は回転をしないこと。ただ

し、市長が支障がないと認めたと

きは、この限りでない。 

(ｵ)  歩道と車道の区別のある道路へ

突出するものに係る歩道面から広

告物の下端までの高さについて

は、次に掲げる地区の区分に応じ、

それぞれ次に定めるものとするこ

と 

Ａ 御堂筋地区 ３メートル以上

（道路への突出幅が0.8メート

ル以内の場合にあつては、2.5メ

ートル以上） 

Ｂ Ａに掲げる地区以外の地区 

３メートル以上（歩道幅員が４

メートル未満の道路への突出幅

が0.6メートル以内の場合又は

歩道幅員が４メートル以上の道

路への突出幅が0.9メートル以

内の場合にあつては、2.5メート

 

 

 

 

 

(ｲ) 歩道と車道の区別のある道路へ

突出するものにあつては、歩道面か

ら広告物の下端までの高さは、2.5

メートル以上とすること 
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ル以上）  

(ｶ) 歩道と車道の区別のある道路へ

突出するものに係る道路への突

出幅については、次に掲げる地区

の区分に応じ、それぞれ次に定め

るものとすること 

Ａ 御堂筋地区 １メートル以   

 内 

Ｂ Ａに掲げる地区以外の地区 

歩道幅員が４メートル未満の

場合は0.8メートル以内、歩道

幅員が４メートル以上の場合

は1.2メートル以内 

(ｷ)  歩道と車道の区別のない道路へ

突出するものに係る道路面から

広告物の下端までの高さは、4.5

メートル以上とすること 

(ｸ) 歩道と車道の区別のない道路へ

突出するものに係る道路への突

出幅は、１メートル以内とするこ

と 

イ 屋上に設置するもの 

 

(ｳ) 歩道と車道の区別のある道路へ

突出するものにあつては、道路への

突出幅は、歩道幅員が４メートル未

満の場合は１メートル以内、４メー

トル以上の場合は1.5メートル以内

とすること 

 

 

 

 

 

 

(ｴ) 歩道と車道の区別のない道路へ

突出するものにあつては、道路面か

ら広告物の下端までの高さは、4.5

メートル以上とすること 

(ｵ) 歩道と車道の区別のない道路へ

突出するものにあつては、道路への

突出幅は、１メートル以内とするこ

と 

イ 屋上に設置するもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 屋上に設置するもの 



 

4 

 

(ｱ) 広告塔の高さは、４メートル以

下（当該広告塔を設置する箇所の建

築物の高さが20メートル未満であ

る場合にあつては、当該建築物の高

さの５分の１以下）とすること。た

だし、市長が支障がないと認めたと

きは、この限りでない。 

(ｲ) 屋上の側端から後退した位置に

設置すること 

(ｳ) 広告塔を設置する建築物は木造

でないこと 

(ｴ)  表示内容は、人の氏名、法人の

名称、商標又は建築物の名称に限る

こと 

(ｵ)  文字（ロゴタイプ（人の氏名、法

人の名称又は建築物の名称が独特の

字体又はデザインで表されたものを

いう。以下同じ。）を除く。）の大

きさは、１文字につき縦横それぞれ

２メートル以下とし、ロゴマーク（ロ

ゴタイプ、商標又はこれらを組み合

わせたものをいう。以下同じ。）の

(ｱ) 広告塔の高さは、これを設置す

る箇所の建築物の高さの３分の２

以下とすること。ただし、市長が支

障がないと認めたときは、この限り

でない。 

 

 

    (ｲ) 屋上の側端から後退した位置に設

置すること 

     (ｳ) 広告塔を設置する建築物は木造で

ないこと 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｱ) 広告塔の高さは、これを設置す

る箇所の建築物の高さの３分の２

以下とすること。ただし、市長が支

障がないと認めたときは、この限り

でない。 

 

 

(ｲ) 屋上の側端から後退した位置に

設置すること 

(ｳ) 広告塔を設置する建築物は木造

でないこと 
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大きさは、縦横それぞれ３メートル

以下とすること 

(ｶ) 点滅又は回転をしないこと。ただ

し、市長が支障がないと認めたとき

は、この限りでない。     

(2) 広告板 

ア 地上に設置するもの 

(ｱ) 地上から広告板の上端までの高

さは、５メートル以下とすること 

(ｲ) １面ごとの表示面積の合計は、５

平方メートル以下とすること 

(ｳ) 表示面積の合計は、10平方メート

ル以下（広告板が設置される敷地の

面積が1,000平方メートルを超える

場合にあつては、その面積の100分の

１以下）とすること 

(ｴ) 点滅又は回転をしないこと。た

だし、市長が支障がないと認めたと

きは、この限りでない。 

(ｵ)  歩道と車道の区別のある道路へ

突出するものに係る歩道面から広

告物の下端までの高さについては、

 

 

 

 

 

(2) 広告板 

ア 地上に設置するもの 

   (ｱ) 地上から広告板の上端までの高

さは、５メートル以下とすること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｲ) 歩道と車道の区別のある道路へ

突出するものにあつては、歩道面か

ら広告物の下端までの高さは、2.5

 

 

 

 

 

(2) 広告板 

ア 地上に設置するもの 

(ｱ) 地上から広告板の上端までの高

さは、５メートル以下とすること 
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次に掲げる地区の区分に応じ、それ

ぞれ次に定めるものとすること 

Ａ 御堂筋地区 ３メートル以上

（道路への突出幅が0.8メートル

以内の場合にあつては、2.5メー

トル以上） 

Ｂ  Ａに掲げる地区以外の地区 

３メートル以上（歩道幅員が４メ

ートル未満の道路への突出幅が

0.6メートル以内の場合又は歩道

幅員が４メートル以上の道路へ

の突出幅が0.9メートル以内の場

合にあつては、2.5メートル以上） 

(ｶ) 歩道と車道の区別のある道路へ

突出するものに係る道路への突

出幅については、次に掲げる地区

の区分に応じ、それぞれ次に定め

るものとすること 

Ａ 御堂筋地区 １メートル以内 

Ｂ Ａに掲げる地区以外の地区 

歩道幅員が４メートル未満の場

合は0.8メートル以内、歩道幅員

メートル以上とすること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｳ) 歩道と車道の区別のある道路へ

突出するものにあつては、道路への

突出幅は、歩道幅員が４メートル未

満の場合は１メートル以内、４メー

トル以上の場合は1.5メートル以内

とすること 
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が４メートル以上の場合は1.2メ

ートル以内 

(ｷ) 歩道と車道の区別のない道路へ

突出するものに係る道路面から

広告物の下端までの高さは、4.5

メートル以上とすること 

(ｸ) 歩道と車道の区別のない道路へ

突出するものに係る道路への突出

幅は、１メートル以内とすること 

 

イ 屋上に設置するもの 

(ｱ) 広告板の高さは、４メートル以

下（当該広告板を設置する箇所の建

築物の高さが20メートル未満であ

る場合にあつては、当該建築物の高

さの５分の１以下）とすること。た

だし、市長が支障がないと認めたと

きは、この限りでない。 

(ｲ)  屋上の側端から後退した位置に

設置すること 

(ｳ)  広告板を設置する建築物は木造

でないこと 

 

 

(ｴ) 歩道と車道の区別のない道路へ

突出するものにあつては、道路面か

ら広告物の下端までの高さは、4.5

メートル以上とすること 

(ｵ) 歩道と車道の区別のない道路へ

突出するものにあつては、道路への

突出幅は、１メートル以内とするこ

と 

イ 屋上に設置するもの 

(ｱ) 広告板の高さは、これを設置す

る箇所の建築物の高さの３分の２

以下とすること。ただし、市長が支

障がないと認めたときは、この限り

でない。 

 

 

(ｲ) 屋上の側端から後退した位置に

設置すること 

(ｳ) 広告板を設置する建築物は木造

でないこと 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 屋上に設置するもの 

(ｱ) 広告板の高さは、これを設置す

る箇所の建築物の高さの３分の２

以下とすること。ただし、市長が支

障がないと認めたときは、この限り

でない。 

 

 

 (ｲ) 屋上の側端から後退した位置に設置す

ること 

 (ｳ) 広告板を設置する建築物は木造でない

こと 
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(ｴ)  表示内容は、人の氏名、法人の

名称、商標又は建築物の名称に限る

こと 

(ｵ)  文字（ロゴタイプを除く。）の

大きさは、１文字につき縦横それぞ

れ２メートル以下とし、ロゴマーク

の大きさは、縦横それぞれ３メート

ル以下とすること 

(ｶ) 点滅又は回転をしないこと。ただ

し、市長が支障がないと認めたとき

は、この限りでない。 

２ 建築物又は工作物の壁面を利用するもの

(1) 壁面の端から突き出さないように取  

り付けること 

(2) 窓又は開口している部分をふさがな

いように取り付けること。ただし、市長

が支障がないと認めたときは、この限り

でない。 

(3) 表示面積の合計については、次に掲

げる地区の区分に応じ、それぞれ次に定

めるものとすること。ただし、市長が支

障がないと認めたときは、この限りでな

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 建築物又は工作物の壁面を利用するもの 

(1) 壁面の端から突き出さないように取

り付けること 

(2) 窓又は開口している部分をふさがな

いように取り付けること。ただし、市長

が支障がないと認めたときは、この限り

でない。 

(3) 表示面積は、取付壁面の面積の３分

の１以下とすること。ただし、市長が支

障がないと認めたときは、この限りでな

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 建築物又は工作物の壁面を利用するもの 

(1) 壁面の端から突き出さないように取

り付けること 

(2) 窓又は開口している部分をふさがな

いように取り付けること。ただし、市

長が支障がないと認めたときは、この

限りでない。 

(3) 表示面積は、取付壁面の面積の３分

の１以下とすること。ただし、市長が

支障がないと認めたときは、この限り

でない。 
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い。 

ア 御堂筋地区（大阪駅前～土佐堀通）、

四つ橋筋地区及びなにわ筋地区 50

平方メートル以下とし、かつ、取付壁

面の面積の10分の１以下とすること。

ただし、中之島地区に面する建築物又

は工作物の中之島地区に面する取付

壁面に係る表示面積については、50平

方メートル以下とし、かつ、当該取付

壁面のうち、地上から10メートル以下

の部分及び10メートルを超える部分

について、それぞれこれらの部分の面

積の10分の１以下とすること 

イ 御堂筋地区（長堀通以南）及び堺筋

地区（長堀通以南） 50平方メートル

以下とし、かつ、取付壁面のうち、地

上から10メートル以下の部分にあつ

ては当該部分の面積の３分の１以下、

10メートルを超える部分にあつては

当該部分の面積の10分の１以下とす

ること 

ウ 堺筋地区（土佐堀通～長堀通） 50
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平方メートル以下とし、かつ、取付壁

面の面積の10分の１以下とすること 

エ 土佐堀通地区 50平方メートル以

下とし、かつ、取付壁面の面積の10分

の１以下とすること。ただし、谷町

筋・御堂筋間及び四つ橋筋・なにわ筋

間の北側敷地並びに御堂筋・四つ橋筋

間の南側敷地に存する建築物又は工

作物の北側の取付壁面に係る表示面

積については、50平方メートル以下と

し、かつ、当該取付壁面のうち、地上

から10メートル以下の部分及び10メ

ートルを超える部分について、それぞ

れこれらの部分の面積の10分の１以

下とすること 

オ 中之島地区 50平方メートル以下

とし、かつ、取付壁面のうち、地上か

ら10メートル以下の部分及び10メー

トルを超える部分について、それぞれ

これらの部分の面積の10分の１以下

とすること 

(4) 前号に定める基準にかかわらず、取
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付壁面の幅が80メートルを超える建築

物又は工作物の当該取付壁面に係る表

示面積の合計については、当該取付壁面

のいずれかの端から80メートル以内の

部分及び当該端から80メートルを超え

る部分のそれぞれについて、前号に定め

る基準に適合すること。ただし、市長が

支障がないと認めたときは、この限りで

ない。 

(5) 取付壁面からの出幅は、30センチメ

ートル以内とすること 

(6) 点滅又は回転をしないこと。ただし、

市長が支障がないと認めたときは、この

限りでない。 

３ 建築物又は工作物の壁面から突出するも  

 の 

(1) 歩道と車道の区別のある道路へ突出

するもの 

ア  歩道面から広告物の下端までの高

さについては、次に掲げる地区の区分

に応じ、それぞれ次に定めるものとす

ること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 建築物又は工作物の壁面から突出するも  

 の 

(1) 歩道と車道の区別のある道路へ突出

するもの 

ア 歩道面から広告物の下端までの高さ

は、2.5メートル以上とすること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 建築物又は工作物の壁面から突出するも  

 の 

(1) 歩道と車道の区別のある道路へ突出

するもの 

ア 歩道面から広告物の下端までの高さ

は、2.5メートル以上とすること 
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(ｱ) 御堂筋地区 ３メートル以上（道

路への突出幅が0.8メートル以内の

場合にあつては、2.5メートル以上） 

(ｲ) (ｱ)に掲げる地区以外の地区 ３

メートル以上（歩道幅員が４メート

ル未満の道路への突出幅が0.6メー

トル以内の場合又は歩道幅員が４メ

ートル以上の道路への突出幅が0.9

メートル以内の場合にあつては、2.5

メートル以上） 

イ 道路への突出幅については、次に掲

げる地区の区分に応じ、それぞれ次に

定めるものとすること 

   (ｱ) 御堂筋地区 １メートル以内 

(ｲ) (ｱ)に掲げる地区以外の地区 

歩道幅員が４メートル未満の場合

は0.8メートル以内、歩道幅員が４

メートル以上の場合は1.2メートル

以内   

ウ 広告物の上端は、取付壁面の高さを

超えないこと 

エ 点滅又は回転をしないこと。ただし、

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 道路への突出幅は、歩道幅員が４メ

ートル未満の場合は１メートル以内、

４メートル以上の場合は1.5メートル

以内とすること 

 

 

 

 

 

ウ 広告物の上端は、取付壁面の高さを

超えないこと 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 道路への突出幅は、歩道幅員が４メ

ートル未満の場合は１メートル以内、

４メートル以上の場合は1.5メートル

以内とすること 

 

 

 

   

 

ウ 広告物の上端は、取付壁面の高さを超

えないこと 
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市長が支障がないと認めたときは、こ

の限りでない。 

(2) 歩道と車道の区別のない道路へ突出

するもの 

ア 道路面から広告物の下端までの高さ

は、4.5メートル以上とすること 

イ 道路への突出幅は、１メートル以内

とすること 

ウ 広告物の上端は、取付壁面の高さを

超えないこと 

エ 点滅又は回転をしないこと。ただし、

市長が支障がないと認めたときは、こ

の限りでない。 

４ 電柱を利用するもの 

(1) 電柱面に巻き付けるもの 

ア 道路面から広告物の下端までの高さ

は、1.2メートル以上とすること 

イ 広告物の大きさは、縦1.5メートル以

下とすること 

ウ 広告物（国又は地方公共団体が表示

する防災又は防犯に関するものを除

く。）は、電柱１本につき１個に限る

 

 

(2) 歩道と車道の区別のない道路へ突出

するもの 

ア 道路面から広告物の下端までの高

さは、4.5メートル以上とすること 

イ 道路への突出幅は、１メートル以内

とすること 

ウ 広告物の上端は、取付壁面の高さを

超えないこと 

 

 

 

４ 電柱を利用するもの 

(1) 電柱面に巻き付けるもの 

ア 道路面から広告物の下端までの高さ

は、1.2メートル以上とすること 

イ 広告物の大きさは、縦1.5メートル以

下とすること 

ウ 広告物（国又は地方公共団体が表示

する防災又は防犯に関するものを除

く。）は、電柱１本につき１個に限る

 

 

(2) 歩道と車道の区別のない道路へ突出

するもの 

ア 道路面から広告物の下端までの高さ

は、4.5メートル以上とすること 

イ 道路への突出幅は、１メートル以内

とすること 

ウ 広告物の上端は、取付壁面の高さを

超えないこと 

 

 

 

４ 電柱を利用するもの 

(1) 電柱面に巻き付けるもの 

ア 道路面から広告物の下端までの高さ

は、1.2メートル以上とすること 

イ 広告物の大きさは、縦1.5メートル以

下とすること 

ウ 広告物（国又は地方公共団体が表示

する防災又は防犯に関するものを除

く。）は、電柱１本につき１個に限る
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こと 

エ  点滅又は回転をしないこと。ただし、

市長が支障がないと認めたときは、こ

の限りでない。 

(2) 電柱から突出するもの 

ア 広告物の大きさは縦1.2メートル以

下、横0.45メートル以下とし、電柱と

取付部分との間隔は、0.15メートル以

下とすること 

イ 取り付ける位置は、歩道と車道の区

別のある道路の電柱に取り付ける場

合は歩道側とし、歩道と車道の区別の

ない道路の電柱に取り付ける場合は、

道路の中央側とすること 

ウ 広告物は、電柱１本につき１個に限

ること 

エ 点滅又は回転をしないこと。ただし、

市長が支障がないと認めたときは、こ

の限りでない。 

こと 

 

 

 

(2) 電柱から突出するもの 

ア 広告物の大きさは縦1.2メートル以

下、横0.45メートル以下とし、電柱と

取付部分との間隔は、0.15メートル以

下とすること 

イ 取り付ける位置は、歩道と車道の区

別のある道路の電柱に取り付ける場

合は歩道側とし、歩道と車道の区別の

ない道路の電柱に取り付ける場合は、

道路の中央側とすること 

ウ 広告物は、電柱１本につき１個に限

ること 

こと 

 

 

 

(2) 電柱から突出するもの 

ア 広告物の大きさは縦1.2メートル以

下、横0.45メートル以下とし、電柱と

取付部分との間隔は、0.15メートル以

下とすること 

イ 取り付ける位置は、歩道と車道の区

別のある道路の電柱に取り付ける場合

は歩道側とし、歩道と車道の区別のな

い道路の電柱に取り付ける場合は、道

路の中央側とすること 

ウ 広告物は、電柱１本につき１個に限

ること 

 

 


